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国⺠の健康の観点からたばこの消費を抑制することを⽬的とした、たばこ税の税率の引上げ
（たばこ税・たばこ地⽅税）

要望内容

たばこ税

国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、たばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。

要望内容

■男性喫煙者の肺がんによる死亡率は、男性非喫煙者に比べて約４．５倍高い

■慢性閉塞性肺疾患（COPD）のほとんどの要因が喫煙となっている（８０％～９０％）

喫煙の健康への悪影響は明らかであるが、いまだ日本の喫煙率は高い。 たばこの課税政策を行う背景

○健康増進法第7条に基づく 目標期間 目標数値を有する具体的な計画

健康日本２１（運動期間：2000～2012）

■慢性閉塞性肺疾患（COPD）のほとんどの要因が喫煙となっている（８０％ ９０％）

■４０歳時点のたばこを吸っている男性の平均余命は、たばこを吸わない男性より、 ３．５年

短い
主要国の喫煙率

国名 日本 ドイツ フランス イギリス オーストラリア

○健康増進法第7条に基づく、目標期間、目標数値を有する具体的な計画。

○健康日本２１では、健康寿命の延伸等を実現するため、国民が一体となっ

た健康づくり運動を推進し、社会全体の健康づくりに関する意識に向上及

び取組を促す。

【たばこ対策】未成年者の喫煙をなくす 受動喫煙の防止等の他に「喫煙を

１箱（２０本入り）410円

喫煙率

男
性36.8% 34.8% 33.3% 22.0% 16.6%

女
性 9.1% 27.3% 26.5% 20.0% 15.2%

【たばこ対策】未成年者の喫煙をなくす、受動喫煙の防止等の他に「喫煙を
やめたい人がやめる」という目標項目を設定した。

○平成18年に成立したがん対策基本法に基づき 平成19年度に策定

がん対策基本計画

■たばこ規制枠組条約（FCTC）第６条において、たばこの需要を減
少させるための価格及び課税に関する措置を実施することが求めら

国たばこ税
106.04円（25.9％）

地方たばこ税
122.44円（29.9％）

出典：たばこアトラス第３版（2009）
日本は平成20年国民健康・栄養調査

○平成18年に成立したがん対策基本法に基づき、平成19年度に策定。

【たばこ対策】健康影響に関する知識の普及、未成年者の喫煙率を0％にす

るなど、がん予防のための重要な柱の1つとして取り組んでいる。

れている
主要国のたばこ価格（円） ※１ドル=80円で換算（参考）

たばこ特別税
16.40円（5.5％）

消費税
19.52円（4.76％）

たばこの税負担合計
２６４.４０円（６４.５％）

国名 日本※ ドイツ フランス イギリス オーストラリア

５００円 → 男性喫煙率 ３３．４～２７．１％
６００円 → 男性喫煙率 ３１．１～２５．３％

設定価格における男性喫煙率推計

出典；ＪＴホームページ
http://www.jti.co.jp/JTI/tobaccozei/graph_shikumi.html

２６４.４０円（６４.５％）

価格 410 510 581 858 625 
出典：たばこアトラス第３版（2009)

出典：厚生労働科学研究「各種対策の経済影響の研究」
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医療関係①

（１）医療機関に対する事業税の特例措置の存続 （２）医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等（２）医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等

・ 「社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置」

（事業税） の特例措置の創設（相続税・贈与税）
要望内容 要望内容

「社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置」
・ 「医療法人の社会保険診療報酬以外に対する軽
減措置」
を存続する。

出資者の死亡に伴い、相続人に発生する
相続税等の納税を３年間猶予するとともに、
「持分なし医療法人」への移行を条件とし

猶 税額を免除する

○ 医師不足や病院の倒産 産科医療か

要望の背景
て、猶予税額を免除する。

要望の背景
○ 医師不足や病院の倒産、産科医療か

らの撤退がおこっており、地域医療の崩
壊を食い止めることが必要。

○ 出資者の死亡に伴う相続税により、多額
の法人資産が流失し、病院等の経営が立ち
行かなくなるおそれがある

○ 医療は公共性が高い重要なサービス
であり、地域医療を支える医療機関が、
安定して医業を行える環境の維持が必要。

行かなくなるおそれがある。

○ 相続を契機として病院等が縮小・売却さ
れ、地域医療が崩壊することを防ぐため、医

（参考）平成22年度税制改正大綱
事業税における社会保険診療報酬に係る実

質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税

安定して医業を行える環境の維持が必要。 れ、地域医療が崩壊することを防ぐため、医
業を継続しつつ、今後相続税等の問題が生
じない「持分なし医療法人」への移行を進め
ることが必要。質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税

率については、来年１年間真摯に議論し、結
論を得ます。

る とが必要。

２



医療関係②

（３）⾼額な医療機器・医療安全に資す （４）試験研究費の総額に関する税額控除制度の拡
る医療機器に関する特別償却制度の
適⽤期限の延⻑（所得税・法⼈税）

充（法⼈税・所得税）※経済産業省とりまとめ要望

要望の内容 要望の内容

５００万円以上の高額な医療用機器又
は医療安全に資する医療機器を取得し
た場合に特別償却を認める適用期限を

医薬品・医療機器企業等の試験研究を活
性化するため、試験研究費の一定割合を
税額控除する制度について、控除限度額を

た場合に特別償却を認める適用期限を
２年間延長する。

「20→30％」とする特例を恒久化する。

⾼額な医療⽤機器 ○ 医薬品開発の成功率は極めて低く（0 005％)

要望の背景要望の背景

（例）
内視鏡（先端に小型カメラがついた管で
診断と同時に処置・治療も可能な機器）

⾼額な医療⽤機器 ○ 医薬品開発の成功率は極めて低く（0.005％)、
新薬開発には多額の研究開発費の投入が必要。

○ 欧米の製薬企業は、日本の製薬企業と比べて法診断と同時に処置・治療も可能な機器）

医療安全に資する機器

「質の高い医療」の提供

20.0 

図表1   業種別にみた売上高に占める研究開発費の比率（2008年度）業種別の研究開発費の割合

内外の法人実効税率の比較

製薬 、 製薬 法
人実効税率が低く、日本企業が欧米と競争していく
ためには、研究開発税制の維持・拡充が不可欠。

売
上医療安全に資する機器

（例）
自動調剤分包機（誤薬を防ぐため、
一度に服用する薬を個包装する機器）
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出所：日経NEEDSより作成（研究開発費を計上している上場製造業1,292社を対象）

日本企業上位4社平均

海外主要10社平均

2009年度各社決算報告による

出典：日経ＮＥＥＤより作成（研究開発費を計上している上場製造業1292社を対象
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譲渡所得に関する特別控除の特例の障害者通所サービス等への範囲の拡充
（所得税、法⼈税、個⼈住⺠税、法⼈住⺠税、事業税）

要望内容

福祉関係

障害者自立支援法に基づくサービスのうち、通所サービスやグループホーム等のための用地の確保
を支援するため、そのための土地の譲渡を行う際、保育所や老人デイサービスセンター等と同様に、

要望内容

簡易な証明により譲渡所得に係る特別控除（5000万円）の適用を受けられるようにする。

要望の背景

第１種社会福祉

（サービスのための用地を譲渡する場合） 障害のある人が普通に暮らせる
社会を実現することが必要

第２種社会福祉事業

第１種社会福祉
事業（入所施設）
のため

保育所や老人デイ
サービスセンター
等のため

障害者の通所サー
ビス等のため

グループホーム
自宅

地域社会での普通の暮らし

簡易な証明による
特別控除の対象 対象外

入所施設
地域移行

希望・
ニーズ

障害者の通所サービス等のための用地の確保が困難
病院

ズ

企業 学校障害者の通所サ ビス等のための用地の確保が困難 障害福祉サービス
事業所

企業 学校

４



年金・雇用関係

（１）事業主が存在しない等の理由によって企業年 （２）障害者を多数雇用する事業所に対する税
金等に移行できない適格退職年金に関する税
制優遇措置の 継続（所得税、法人税、個人住民
税、法人住民税）

（２）障害者を多数雇用する事業所に対する税
制上の特例措置の延長（所得税、法人税、不
動産取得税、固定資産税）

制度的に企業年金等へ移行できない適年について平
成23年度の廃止期限後も、税の優遇措置を継続する。

要望内容

障害者を多数雇用する事業所について、工場で使用する
機械や工場内の設備を購入した場合の特例措置を２年

要望内容

成 年度 廃 期限後 、税 優 措置を継続す 。

平成13年の企業年金制度改正により 適年は受給権保護の仕組

適年の廃止適年の廃止

間延長する。

要望の必要性
平成13年の企業年金制度改正により、適年は受給権保護の仕組
みが弱いことから、10年の猶予期間を設け廃止

新成⻑戦略に掲げられた2020年までの⽬標である実雇⽤率
1.8％の達成に向け、引き続き、雇⽤促進を図るための税制上
の⽀援が必要。（現⾏1.63％）

適年適年
約75％（約1.5
万件）は企業年 ⽅針通りに進 ＜実雇用率（％）＞＜障害者の数（千人）＞

約2万件
（平成22年

適年適年 万件）は企業年
⾦等へ移⾏⽅針
決定済

約24％（約0.5 ⼿続きの合理⼿続きの合理
化等や個別の

⽅針通りに進
める

1.55 
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303
326 333
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３⽉末）

約24％（約0.5
万件）は⽅針未
定

約1％（約100

化等や個別の
働きかけによ
る移⾏促進

1.48 1.46 1.49 

1.52 
1.50 

1.55 

100 

150 

200 

件）は制度的に
移⾏できない

本要望

※生命保険協会・信託協会の調査等による。

1.45 50 
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(年)

障害者の雇用数 実雇用率
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